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「男女共同参画社会」について考えてみよう
danjo   kyodo - sankaku
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　配偶者（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む）から、これまでに「身体的暴力」「心理的攻撃」「性的強要」
のいずれかを『何度も受けた』という人は、女性では 10.6％、男性では 3.3％となっています。

性別
「身体的暴行」・「心理的攻撃」・「性的強要」のいずれかを一つでも受けたことがある

何度も受けた １、２度受けた まったくない 無回答

男性 　３．３％ １５．０％ ７９．７％ ２．０％

女性 １０．６％ ２２．３％ ６５．５％ １．６％

総数 　７．３％ １８．９％ ７２．０％ １．８％
※内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成 23 年度）により作成

配偶者からの暴力（ＤＶ）について

11 月は
「県民参加促進キャンペーン」
　11 月は、各地域で行われる地域活動への参加を
促す「県民参加促進キャンペーン」です。
　県では地域活動の情報を集め、ホームページなど
でお知らせしています。
　この機会に、皆さんも地域行事に参加するほか
町内会・自治会へ加入し、交流を深めましょう。

11 月開催の主な地域行事・ボランティア募集
・長崎がんばらんば国体運営ボランティア募集
　問い合わせ先：国体推進グループ（☎ 68-7001）
・平成新山島原学生駅伝の応援（11 月 30 日（土））
　問い合わせ先：文化・スポーツ振興グループ
　（☎ 68-1111　内線 662）

　安中地区では、県の事業「地域の元気づくり支
援補助金」を活用し、グラウンドゴルフ用具など
を購入し、町内対抗グラウンドゴルフ大会を開催
しました。このように町内会での取り組みを通じ
て、地域住民の親睦や交流を深めながら、地域コ
ミュニティの活性化を図っています。
▶問い合わせ先　政策企画グループ地域振興班
　　　　　　　　（☎ 63-1111　内線 142）

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）とは
　「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」は直訳する
と家庭内暴力ということになりますが、夫婦間だけでな
く、恋人・婚約者・同棲相手のほか以前付き合っていた
恋人など親密な関係にある人から振るわれる暴力（身体
的暴力・精神的暴力・性的暴力）のことを言います。

　ＤＶは、男女共同参画の推進を阻害する大
きな社会問題であるため、市では「島原市男
女共同参画計画」の中で早急に解決すべき課
題の一つとして位置付けています。
　DV の解決には、さまざまな分野の支援や
協力が必要です。身近にある相談機関に相談
しましょう。

「ＤＶ」に関する相談先
❖市民相談センター（☎ 63-1111 内線 184）
❖こども支援グループ（☎ 63-1111 内線 279）
❖福祉保健総務グループ（☎ 63-1111 内線 277）
❖長崎こども・女性・障害者支援センター
　（☎ 095-846-0560）
❖長崎配偶者暴力相談支援センター
　（☎ 095-846-0565）
❖島原警察署（☎ 64-0110）

「男女共同参画」に関する問い合わせ先
　政策企画グループ 政策班
　（☎ 63-1111　内線 146）


